
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
五
号

自
動
車
型
式
指
定
規
則

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
自
動
車
型

式
指
定
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
こ
の
省
令
の
適
用
）

第
一
条
　
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
型
式
に
つ

い
て
の
指
定
（
以
下
「
指
定
」
と
い
う
。
）
の
手
続
、
同
条
第
四
項
の
検
査
の
基
準
、
同
項
の
完
成
検
査
終
了
証

の
様
式
そ
の
他
指
定
に
関
す
る
実
施
細
目
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
二
条
　
指
定
の
申
請
は
、
自
動
車
を
製
作
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
若
し
く
は
そ
の
者
か
ら
自
動
車
を
購
入
す
る

契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
当
該
自
動
車
を
販
売
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
も
の
（
外
国
に
お
い
て
本
邦
に

輸
出
さ
れ
る
自
動
車
を
製
作
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
又
は
そ
の
者
か
ら
当
該
自
動
車
を
購
入
す
る
契
約
を
締
結

し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
当
該
自
動
車
を
本
邦
に
輸
出
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
「
製
作
者
等
」

と
い
う
。
）
又
は
特
定
改
造
等
を
業
と
す
る
者
が
、
製
作
若
し
く
は
販
売
（
以
下
「
製
作
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る

自
動
車
又
は
特
定
改
造
等
に
係
る
改
造
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
が
組
み
込
ま
れ
る
装
置
を
取
り
付
け
る
自
動
車

に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条
　
指
定
を
申
請
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
を
、
機
構
に
対
し
、
そ
の
写
し
を
提
出
し
、
か
つ
、
申
請
に
係
る
自
動
車

で
あ
つ
て
運
行
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
の
た
め
に
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
用
に
供
し
て
い
な
い
も
の
及

び
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
走
行
を
行
つ
た
も
の
（
以
下
「
走
行
車
」
と
い
う
。
）
を
、
機
構
に

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
車
名
及
び
型
式

二
　
車
台
の
名
称
及
び
型
式

三
　
車
体
の
名
称
及
び
型
式

四
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五
　
主
た
る
製
作
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

六
　
法
第
七
十
五
条
第
四
項
の
検
査
（
以
下
「
完
成
検
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

七
　
完
成
検
査
終
了
証
を
発
行
す
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

八
　
検
査
主
任
技
術
者
の
氏
名
及
び
経
歴

２
　
前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
申
請
書
の
写
し
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
か
ら
第
十

号
ま
で
を
除
く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
自
動
車
の
構
造
、
装
置
及
び
性
能
を
記
載
し
た
書
面

二
　
自
動
車
の
外
観
図

三
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す

る
書
面
（
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
特
定
共
通
構
造
部
（
以
下
「
指
定
特
定

共
通
構
造
部
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
特
定
装
置
（
以

下
「
指
定
特
定
装
置
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

四
　
品
質
管
理
シ
ス
テ
ム
（
申
請
に
係
る
自
動
車
の
品
質
管
理
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
し
、
申
請

者
が
自
ら
の
組
織
の
管
理
監
督
を
行
う
た
め
の
仕
組
み
を
い
う
。
）
に
係
る
業
務
組
織
及
び
実
施
要
領
を
記
載

し
た
書
面
（
申
請
者
が
国
際
標
準
化
機
構
第
九
〇
〇
一
号
の
規
格
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
（
申
請
に
係

る
自
動
車
に
関
し
、
前
項
第
五
号
の
主
た
る
製
作
工
場
に
つ
い
て
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
つ

て
は
、
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

五
　
完
成
検
査
の
業
務
組
織
及
び
実
施
要
領
並
び
に
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
の
管
理
要
領
を
国
土
交
通
大
臣
が

告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
し
た
書
面

六
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
装
置
の
検
査
の
業
務
組
織
及
び
実
施
要
領
を
記
載
し
た
書
面

七
　
完
成
検
査
終
了
証
の
発
行
要
領
を
記
載
し
た
書
面

八
　
点
検
整
備
方
式
（
自
動
車
点
検
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）
第
七
条
第
三
項
及
び
第
八
条

の
技
術
上
の
情
報
を
含
む
。
第
五
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
書
面

九
　
前
条
の
購
入
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
契
約
書
の
写
し

十
　
次
に
掲
げ
る
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
後
初
め
て
指
定
の
申
請
を
す
る
者
に
あ
つ
て

は
、
当
該
処
分
に
関
す
る
不
正
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

書
面

イ
　
法
第
七
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
以
下
「
指
定
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の

型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
の
停
止

ロ
　
法
第
七
十
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
動
車
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
取
消
し

ハ
　
法
第
七
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
特
定
共
通
構
造
部
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
の

停
止

ニ
　
法
第
七
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
特
定
共
通
構
造
部
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
取
消
し

ホ
　
法
第
七
十
五
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
特
定
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
効
力
の
停
止

ヘ
　
法
第
七
十
五
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
特
定
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
取
消
し

３
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
機
構
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
者
に
対
し
、
指
定
に
関
し
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
あ
つ
て
、
走
行
時
に
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る

当
該
各
号
に
掲
げ
る
物
質
の
大
気
中
へ
の
排
出
を
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
走
行
を
行

つ
た
状
態
に
お
い
て
も
有
効
に
抑
止
で
き
る
装
置
を
有
す
る
自
動
車
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
つ

い
て
同
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
面
の
提
出
を
も
つ

て
走
行
車
の
提
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
　
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物
又
は
一
酸
化
炭
素
、
炭
化

水
素
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質

二
　
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
　
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
及
び
窒
素
酸
化
物

三
　
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
　
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
、
窒
素
酸
化
物
、
粒
子
状
物
質
及
び
黒
煙

第
三
条
の
二
　
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
指
定
自
動
車
の
型

式
と
重
要
で
な
い
部
分
の
み
が
異
な
る
型
式
（
以
下
「
同
一
と
認
め
ら
れ
る
型
式
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
指
定

を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
第
一
号
様
式
の
二
に
よ
る
申
請
書
及
び
当
該
指
定
自
動
車
の
型

式
と
異
な
る
部
分
に
関
す
る
資
料
を
、
機
構
に
対
し
そ
れ
ら
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
を
も
つ
て
、
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
の
提
出
並
び
に
申
請
に
係
る
自
動
車
の
機
構
へ
の
提
示
並
び
に
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
書
面
（
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
書
面
を
除
く
。
）
の
添
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
機
構
は
、
指
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
指
定
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
自
動
車
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
の
三
　
法
第
七
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
判
定
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
提
示
さ
れ
た
自
動
車
又
は
前
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
自
動
車
の
構

造
、
装
置
及
び
性
能
が
、
法
第
四
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
ご
と
及
び
法
第
四
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

装
置
ご
と
に
保
安
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二
　
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
提
示
さ
れ
た
自
動
車
又
は
前
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
自
動
車
と
同

じ
構
造
、
装
置
及
び
性
能
を
有
す
る
自
動
車
が
均
一
に
製
作
さ
れ
る
よ
う
品
質
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
改
善
措
置
の
届
出
に
関
す
る
重
大
な
不
正
行
為
を
行
つ
た
自
動
車

製
作
者
等
が
行
つ
た
指
定
の
申
請
の
う
ち
、
当
該
改
善
措
置
に
係
る
自
動
車
の
部
品
と
同
種
の
も
の
が
使
用
さ

れ
て
い
る
自
動
車
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
改
善
措
置
及
び
当
該
改
善
措
置
の
届
出
に
関
す
る
不
正
行

為
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
勧
告
）

第
三
条
の
四
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
指
定
自
動
車
の
製
作
者
等
（
以
下
「
指
定
製
作
者
等
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
省

令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
完
成
検
査
の
実
施
に
関
し
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指

定
製
作
者
等
に
対
し
、
そ
の
是
正
又
は
改
善
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

1



（
意
見
の
徴
取
）

第
四
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
七
十
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

経
済
産
業
大
臣
の
意
見
を
徴
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
番
号
等
の
告
示
）

第
五
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
指
定
（
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
指

定
の
取
消
し
若
し
く
は
指
定
の
効
力
の
停
止
を
し
た
と
き
は
、
指
定
の
番
号
、
車
名
及
び
型
式
並
び
に
指
定
を
受

け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
に
つ
い
て
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
点
検
整
備
方
式
の
周
知
）

第
五
条
の
二
　
第
三
条
の
申
請
を
し
た
者
は
、
指
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
点
検
整
備
方
式
を
使
用
者

に
対
し
て
周
知
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
等
）

第
六
条
　
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
第
三
欄
に
掲
げ
る
届
出
書
を
、
第
四

欄
に
掲
げ
る
時
期
に
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

一
　
削
除

二
　
指
定
を

受
け
た
者

第
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
二
項
第
三
号
括
弧
書
若
し
く
は
第

四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
書
面
の
記
載
事
項
（
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

そ
の
旨
を
記
載

し
た
届
出
書

変

更

後

遅

滞

な
く

三
　
指
定
を

受
け
た
者

第
三
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
書
面
（
同
号
括
弧
書
の

書
面
を
除
く
。
）
の
記
載
事
項
に
軽
微
な
変
更
（
当
該
変
更
に
係
る

自
動
車
の
型
式
が
、
同
一
と
認
め
ら
れ
る
型
式
の
範
囲
内
に
あ
り
、

か
つ
、
当
該
自
動
車
が
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
に
適
合
す
る

こ
と
が
明
白
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
が
あ
つ
た
場
合

そ
の
旨
を
記
載

し
た
届
出
書

変

更

後

遅

滞

な
く

四
　
削
除

五
　
指
定
を

受
け
た
者

当
該
型
式
の
自
動
車
の
製
作
者
等
で
な
く
な
つ
た
場
合

そ
の
旨
を
記
載

し

た

届

出

書

（
第
三
号
様
式
）

当
該
型
式
の
自

動
車
の
製
作
者

等
で
な
く
な
つ

た
日
か
ら
三
十

日
以
内

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
第
二
号
の
変
更
が
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
「
申
請
者
」
は
「
指
定
を
受
け
た

者
」
と
読
み
替
え
る
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
第
五
号
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
取
消
し
の
日
ま
で
に
製
作
等
が
行
わ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
取
消
し
の
効
力
は
及
ば
な
い

も
の
と
す
る
。

（
完
成
検
査
の
基
準
）

第
七
条
　
完
成
検
査
は
、
当
該
自
動
車
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
二

項
第
五
号
の
書
面
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
従
つ
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
指
定
を
受
け
た
型
式
と
し
て
の
構
造
、
装
置
及
び
性
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
法
第
三
十
条
の
届
出
を
し
た
車
台
番
号
及
び
原
動
機
の
型
式
が
明
確
に
打
刻
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
完
成
検
査
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
完
成
検
査
員
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
完
成
検
査
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
三
十
六
条
第
七
項
第
三
号
に
規

定
す
る
登
録
試
験
機
関
そ
の
他
完
成
検
査
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
関
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が

告
示
で
定
め
る
も
の
に
実
施
さ
せ
る
完
成
検
査
の
項
目

二
　
完
成
検
査
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
器
具
と
し
て
、
性
能
及
び
そ
の
管
理
の
方
法
に
関
し
国
土
交

通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
を
用
い
て
実
施
さ
れ
る
完
成
検
査
の

項
目

（
完
成
検
査
員
）

第
七
条
の
二
　
指
定
製
作
者
等
は
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
全
て
の
完
成
検
査
が
完
成
検
査
員
以
外

の
も
の
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
完
成
検
査
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
有

す
る
者
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
者
か
ら
完
成
検
査
員
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
完
成
検
査
員
等
に
対
す
る
教
育
訓
練
等
）

第
七
条
の
三
　
指
定
製
作
者
等
は
、
完
成
検
査
員
及
び
完
成
検
査
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
国
土
交
通
大

臣
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
完
成
検
査
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
教
育
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
指
定
製
作
者
等
は
、
前
項
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
及
び
方
法
そ
の
他
の
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で

定
め
る
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
訓
練
を
受
け
た
者
が
完
成
検
査
を
適
切
に
実
施
し

て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め

る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
結
果
の
分
析
等
）

第
七
条
の
四
　
指
定
製
作
者
等
は
、
当
該
自
動
車
が
指
定
を
受
け
た
型
式
と
し
て
の
構
造
、
装
置
及
び
性
能
を
有
す

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
製
作
者
等
は
、
当
該
自
動
車
が
均
一
性
を
有
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
完
成
検
査
の
結
果
の
分
析
等
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
完
成
検
査
終
了
証
）

第
八
条
　
完
成
検
査
終
了
証
の
様
式
は
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
。

２
　
完
成
検
査
終
了
証
の
発
行
日
は
、
完
成
検
査
を
終
了
し
た
日
と
す
る
。

（
法
第
七
十
五
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
）

第
八
条
の
二
　
法
第
七
十
五
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
二
輪
の
小
型
自
動
車
と
す
る
。

（
検
査
成
績
の
記
録
等
）

第
九
条
　
指
定
製
作
者
等
は
、
完
成
検
査
終
了
証
を
発
行
し
た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
の
完
成
検
査
の
成

績
及
び
完
成
検
査
終
了
証
の
発
行
の
事
実
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
第
十
三
条
の
二
に
お
い
て
単
に
「
記
録
」
と
い
う
。
）
は
、
二
年
九
月
間
（
車
両

総
重
量
八
ト
ン
以
上
の
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
軽
自
動
車
を
除
く
。
）
及
び
乗
車
定
員
十
一
人
以

上
の
自
動
車
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
一
年
九
月
間
、
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車

で
あ
つ
て
四
輪
以
上
の
も
の
（
広
告
宣
伝
用
自
動
車
そ
の
他
特
種
の
用
途
に
供
す
る
自
家
用
普
通
自
動
車
、
小
型

自
動
車
及
び
軽
自
動
車
並
び
に
大
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。
）
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は
三
年
九
月
間
）
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
　
削
除

（
審
査
結
果
の
通
知
）

第
十
一
条
　
法
第
七
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
構
造
、
装
置
及
び
性
能
が
保
安
基
準
に
適
合
す

る
か
ど
う
か
の
審
査
の
結
果
の
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
審
査
結
果
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

一
　
車
名
及
び
型
式

二
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
審
査
結
果

（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
）

第
十
二
条
　
法
第
七
十
五
条
の
六
第
二
項
の
証
票
は
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
。

（
申
請
書
等
の
記
載
事
項
の
制
限
）

第
十
三
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
そ
の
他
の
書
面
を
国
土
交
通
大
臣
又
は
機
構
に
提
出
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
当
該
申
請
書
そ
の
他
の
書
面
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
適
切
に
実
施
し
た

2



試
験
の
結
果
に
基
づ
く
記
載
そ
の
他
の
正
確
な
記
載
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
虚
偽
の
記
載
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
検
査
成
績
の
記
録
の
記
載
事
項
の
制
限
等
）

第
十
三
条
の
二
　
指
定
製
作
者
等
は
、
記
録
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
適
切
に
実

施
し
た
完
成
検
査
の
結
果
に
基
づ
く
記
載
そ
の
他
の
正
確
な
記
載
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
虚
偽
の
記
載
を
し
て

は
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
製
作
者
等
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
記
録
に
虚
偽
の
記
載
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
車
両
規
則
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省

令
第
六
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
九
日
運
輸
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
四
月
一
一
日
運
輸
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
一
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
三
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
五
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
一
〇
月
一
日
運
輸
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
改
正
前
の
自
動
車
登
録
規
則
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
又
は
自
動
車

型
式
指
定
規
則
の
規
定
に
よ
り
し
た
申
請
は
、
改
正
後
の
自
動
車
登
録
規
則
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
又
は

自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
規
定
に
よ
り
し
た
申
請
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
自
動
車
登
録
規
則
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
又
は
自
動
車
型
式
指
定
規

則
の
規
定
に
よ
り
作
製
し
、
又
は
交
付
し
た
自
動
車
登
録
原
簿
、
自
動
車
登
録
原
簿
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
、
新

規
登
録
用
謄
本
、
自
動
車
検
査
証
、
自
動
車
予
備
検
査
証
、
軽
自
動
車
届
出
済
証
、
臨
時
運
転
番
号
標
貸
与
証
、

譲
渡
証
明
書
若
し
く
は
完
成
検
査
終
了
証
又
は
こ
れ
ら
に
対
す
る
記
載
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
自
動
車
登
録
規

則
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
又
は
自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
製
し
、
又
は
交
付
し
た
自
動
車

登
録
原
簿
、
自
動
車
登
録
原
簿
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
、
新
規
登
録
用
謄
本
、
自
動
車
検
査
証
、
自
動
車
予
備
検

査
証
、
軽
自
動
車
届
出
済
証
、
臨
時
運
転
番
号
標
貸
与
証
、
譲
渡
証
明
書
若
し
く
は
完
成
検
査
終
了
証
又
は
こ
れ

ら
に
対
す
る
記
載
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
八
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
四
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
九
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
同
項
に

第
六
号
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定

（
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
第
二
号
様
式
の
改
正
規

定
は
同
年
十
一
月
一
日
か
ら
、
第
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

及
び
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
は
昭
和
四
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
自
動
車
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
又
は
そ
の
申
請
を
し
て
い
る

者
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
自
動
車
に
係
る
改
正
後
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
三

条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
、
同
条
第
二
項
第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号

に
掲
げ
る
書
面
及
び
自
動
車
検
査
用
機
械
器
具
の
管
理
要
領
を
記
載
し
た
書
面
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
改
正
後
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

た
書
面
の
記
載
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
九
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
「
改

正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
一
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
一
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
中
自
動
車
型
式
指
定
規
則

第
二
号
様
式
（
そ
の
６
）
排
出
ガ
ス
発
散
防
止
装
置
の
部
の
改
正
規
定
は
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
二
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
三
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
九
十
一
号
）
の
施
行
の

日
（
昭
和
五
十
八
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
五
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
以
後
発
行
さ
れ
た
完
成
検
査
終
了
証
に
係
る
自
動
車
に
つ
い
て
の
完
成
検

査
の
成
績
及
び
当
該
完
成
検
査
終
了
証
の
発
行
の
事
実
の
記
録
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
八
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
一
九
日
運
輸
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
二
月
一
日
運
輸
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

一
　
第
一
条
並
び
に
次
項
並
び
に
附
則
第
三
項
及
び
第
七
項
の
規
定
　
平
成
三
年
十
一
月
一
日

二
　
第
二
条
並
び
に
附
則
第
四
項
及
び
第
八
項
の
規
定
　
平
成
四
年
十
月
一
日

三
　
第
三
条
並
び
に
附
則
第
五
項
及
び
第
九
項
の
規
定
　
平
成
五
年
十
月
一
日

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　
平
成
六
年
十
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄
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１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
一
月
一
日
運
輸
省
令
第
四
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行

の
日
（
平
成
七
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
同
条
第
二
項
の
指
示
及
び
第
三
項
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
に
基
づ
く
措
置
が

完
了
す
る
ま
で
（
国
土
交
通
大
臣
が
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
の
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
た
場
合
は
、

そ
の
時
ま
で
）
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
毎
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
三

月
ご
と
に
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
二
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
十
三
条
第

一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
（
第
二
号
様
式
燃
料
装
置
の
部
及
び
第
二
号
様
式
の
二
燃
料

装
置
の
部
中
「
液
化
石
油
ガ
ス
装
置
」
を
「
高
圧
ガ
ス
装
置
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
十
一
号
様

式
及
び
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
四
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
八
号
様
式
、
第
十
五
号
様
式
、
第
十
七
号
様

式
の
三
及
び
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
る
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
臨
時
検
査
申
請
書
、
軽
自
動
車
届
出
書
、
軽
自
動

車
届
出
済
証
記
入
申
請
書
及
び
譲
渡
証
明
書
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
四
号

様
式
に
よ
る
完
成
検
査
終
了
証
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴

う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
に
よ
る

登
録
証
書
交
付
申
請
書
、
原
動
機
付
自
転
車
届
出
書
及
び
登
録
証
書
再
交
付
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
八
号
様
式
、
第
十
五
号
様
式
、
第
十
七
号
様
式
の

三
及
び
第
二
十
一
号
様
式
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
四
号
様
式
並
び
に
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
二
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
七
月
一
七
日
運
輸
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
五
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
以
後
発
行
さ

れ
た
完
成
検
査
終
了
証
に
係
る
自
動
車
に
つ
い
て
の
完
成
検
査
の
成
績
及
び
当
該
完
成
検
査
終
了
証
の
発
行
の
事

実
の
記
録
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
九
日
運
輸
省
令
第
六
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
年
十
一
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
四
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
以
後
発
行
さ

れ
た
完
成
検
査
終
了
証
に
係
る
自
動
車
に
つ
い
て
の
完
成
検
査
の
成
績
及
び
当
該
完
成
検
査
終
了
証
の
発
行
の
事

実
の
記
録
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
九
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
て
い
る
変
更
の
承
認
の
申
請
書
で
あ
っ
て
軽
微
な
変
更
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
同
令
第
六
条
第
一
項
の
表
第
三
号
の
届
出
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
一
条
、

第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
、
第
四
十
七
条
、
第
六
十
一
条
の
二
、
第
六
十
二
条
の
二
、
第
六
十
五
条
及
び
別
表
第

一
か
ら
別
表
第
八
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第

七
十
四
号
）
第
六
十
二
条
の
四
中
「
第
二
条
第
十
四
号
」
を
「
第
二
条
第
十
七
号
」
に
改
め
る
部
分
、
同
令
第
六

十
三
条
中
「
第
二
条
第
十
五
号
」
を
「
第
二
条
第
十
八
号
」
に
改
め
る
部
分
、
同
令
附
則
第
百
一
項
及
び
第
百
二

項
を
削
る
部
分
並
び
に
同
令
第
十
八
号
様
式
の
三
及
び
第
二
十
二
号
様
式
を
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
附
則
第
三

条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
二
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十

九
年
九
月
三
十
日
（
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
の
う
ち
、
原
動
機
の
定
格
出
力
が
百
三
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
五
百
六
十

キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
九
月
三

十
日
（
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
の
う
ち
、
原
動
機
の
定
格
出
力
が
十
九
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
三
十
七
キ
ロ

ワ
ッ
ト
未
満
又
は
七
十
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
百
三
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
（
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
八
月

三
十
一
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
の
う
ち
、
原
動
機
の
定
格
出
力
が
三
十
七
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
五
十
六
キ

ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
年
九
月
三
十

日
（
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

６
　
軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
の
う
ち
、
原
動
機
の
定
格
出
力
が
五
十
六
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
七
十
五
キ

ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
年
九
月
三
十

日
（
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
一
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
二
日
国
土
交
通
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
九
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
二
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第

三
条
第
二
項
第
九
号
ロ
、
第
三
条
の
四
及
び
第
四
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
三
条
の
規
定
並
び
に
第
四
条
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
自
動
車
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
遅

滞
な
く
、
当
該
自
動
車
に
係
る
改
正
後
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
三
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面
を
国
土

交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
四
日
国
土
交
通
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
六
日
国
土
交
通
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
五
日
国
土
交
通
省
令
第
六
七
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
一
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
三
条
の
四
に
規

定
す
る
指
定
製
作
者
等
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車

型
式
指
定
規
則
第
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第
一
号
様
式
（
自
動
車
型
式
指
定
申
請
書
）
（
第
三
条
関
係
）

 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 

備考 

 （１） 車台の製作等を行う者と車体の製作等を行う者が異なる場合は、申請者の氏名又は名称及び
　　　 住所欄、主たる製作工場の名称及び所在地欄、検査主任技術者の氏名及び経歴欄に、それぞれ
       該当事項を並記すること。 

 （２） 車台の名称及び型式欄、車体の名称及び型式欄は、車台の製作等を行う者と車体の製作等を
       行う者が異なる場合のほかは、記載を省略してさしつかえない。 

 （３） ※印の欄は、申請者が記入しないこと。 

 （表） 
 （裏）  

     

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

  自 動 車 検 査 登 録 印 紙    
 

受付番号 受付年月日 

※ ※ 

 

自動車型式指定申請書 

国土交通大臣       殿 

          年  月  日  

車名及び型式  

車台の名称及び型式  

車体の名称及び型式  

 申請者の氏名又は
   名称及び住所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主たる製作工場の名称及

び所在地 

 

完成検査を実施する工場

の名称及び所在地 

 

完成検査修了証を発行す

る事業所の名称及び所在

地 

 

検査主任技術者氏名及び

経歴 

 

備考  

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 
 

     

第
一
号
様
式
の
二
（
既
指
定
自
動
車
型
式
指
定
申
請
書
）
（
第
三
条
の
二
関
係
）

自動車検査登録印紙

受付番号
（※）

受付年月日
（※）

既 指 定 自 動 車 型 式 指 定 申 請 書

国土交通大臣 殿

年 月 日

車名及び型式

指定番号

指定製作者等の氏名又は名称及び住所

異なる事項及び異なる事由

備考

（日本産業規格Ａ列４番）

備考
（１）※の欄は、申請者が記入しないこと。
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第
二
号
様
式
　
削
除

第
三
号
様
式
（
指
定
自
動
車
製
作
等
廃
止
届
）
（
第
六
条
関
係
）

 

   

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

指定自動車製作等廃止届 

 

国土交通大臣殿       

 

          年  月  日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定自動車 

車 名 及 び 型 式  指定番号 

  

届出者の氏名又

は名称及び住所 

  

製 作 等 廃 止 事 由 
製作等廃 

止年月日 

  

備 考 
 

   

 

（日本産業規格Ａ列４番） 

第
四
号
様
式
（
完
成
検
査
終
了
証
）
（
第
八
条
関
係
）

 

 

 

 

 

 

 短 

 

 

 

 

 

 

 辺 

 

 

 

 

完 成 検 査 終 了 証  

指定製作者等の氏名又は名称           

住          所             

 

車名 型式 車台番号 原動機の型式 自動車の種別 用途  車体の形状 

        

    乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

    人 ㎏ ㎏ ㎏ 

    人 ㎏ ㎏ ㎏ 

    長さ 幅 高さ 燃料の種類 

    m m m  

    m m m 

    前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重 

    ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 

    ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 

    総排気量又は

定格出力 

事業用として

の適否 

自動車型式指

定番号 

類別区分番号 

    l 

kw 

   

    備考    

    証明書番号  年  月  日 
 

長      辺 

（日本産業規格Ａ列４番）   

 備考（１）　車台の製作等を行う者と車体の製作等を行う者が異なる場合は、当該指定製作者等の氏名又は名称を並記すること。
 
　　　（２） 軸重は、空車状態における軸重とし、軸重が一の場合にあつては後後軸重の欄に、軸重が二の場合にあつては前前 

軸重及び後後軸重の欄に、軸重が三の場合にあつては前前軸重、前後軸重及び後後軸重の欄又は前前軸重、後前軸重 

及び後後軸重の欄に記載すること。  

 

 

7



第
五
号
様
式
（
証
票
）
（
第
十
二
条
関
係
）

 

 

 

（表） （裏） 
 

 

（道路運送車両法抜粋） 

第 75 条の６ 国土交通大臣は、第 75 条第７項及び第８項、第 75 条の２第４項及び

第５項並びに第 75 条の３第５項及び第６項の規定の施行に必要な限度において、

第 75 条第１項の規定により自動車の型式について指定を受けた者、第 75 条の２

第１項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者若しくは第 75

条の３第１項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者に対し、その業

務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち

入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

る。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、か

つ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。 

第 106 条の４ 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役若しくは 300

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

⑶ 第 63 条の４第１項若しくは第 75 条の６第１項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第 111 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の

各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対

して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

⑴ 第 106条の４ ２億円以下の罰金刑 

第 号 

官職 

氏名 

年 月 日生 

道路運送車両法第 75 条の６第２項の 

検 

３センチメートル 

査 員 証 

年 月 

年 月 

日 発行 

日限り有効 
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真 
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